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特
別
児
童
扶
養
手
当

 

特
別
障
害
者
手
当

 

な
ど
の
月
額

　

４
月
分
か
ら
の
手
当
額

(
月
額)

は
、
昨
年
度
と
同

額
で
す
。

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

１
２

　

福
祉
医
療
費
助
成

　

制
度
の
対
象
拡
大

　

４
月
よ
り
、
精
神
病
床
の

保
健
医
療
が
適
用
さ
れ
る
医

療
費
に
つ
い
て
も
対
象
と
な

り
ま
し
た
。

対
象　

①
身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
所
持
者
②
療
育
手

帳
Ａ
所
持
者
③
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
所
持
者

④
特
定
医
療(

指
定
難
病)

・

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
所

持
者
で
障
害
年
金
ま
た
は
特

別
児
童
扶
養
手
当
１
級
に
該

当
⑤
療
育
手
帳
Ｂ
１
所
持
者

で
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

内
容　

自
己
負
担
額
が
、
１

つ
の
医
療
機
関
の
入
院
に
つ

き
１
日
５
０
０
円
以
内
で
月

の
上
限
が
３
０
０
０
円

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

１
２

　

手
話
奉
仕
員
養
成

　

講
習
会

　

聴
覚
障
害
の
あ
る
か
た
の
文

化
・
教
養
の
向
上
お
よ
び
社
会

参
加
を
促
進
す
る
た
め
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
興
味
を
お
持

ち
の
か
た
を
対
象
に
講
習
会
を

開
催
し
ま
す
。

日
時(

各
40
回) 　

①
５
月
11
日

～
来
年
３
月
１
日
、
火
曜
午
後

１
時
～
３
時(

11
月
23
日
、
12

月
28
日
、
１
月
４
日
除
く)

②
５
月
12
日
～
来
年
３
月
９
日
、

水
曜
午
後
７
時
～
９
時(

11
月

３
日
、
12
月
29
日
、
１
月
５
日
、

２
月
23
日
除
く)

場
所　

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
で
、

初
め
て
手
話
を
学
ぶ
18
歳
以
上

の
か
た

定
員　

各
15
人(

多
数
の
場
合

は
抽
選)

費
用　

３
３
０
０
円(

テ
キ
ス

ト
代)

申
込　

往
復
は
が
き
に
住
所
・

氏
名(

ふ
り
が
な)

・
年
齢
・
電

話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・

①
②
の
い
ず
れ
か
を
、
返
信
面

に
住
所
・
氏
名
を
記
入
の
う
え

郵
送

締
切　

４
月
23
日(

金)

消
印
有

効申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
９
７

‐
８
５
８
５　

畠
中
１
‐
17
‐

１　

障
害
福
祉
課
「
手
話
奉
仕

員
養
成
講
習
会
」
担
当
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
１
２

　

大
阪
府
点
訳
・
朗
読

　

奉
仕
員
中
級
養
成
講
座

　

視
覚
障
害
が
あ
る
か
た
の
た

め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
い
た
だ
け
る
か
た
を
対
象
に
、

技
術
力
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講

座
を
実
施
し
ま
す
。

日
時(

各
24
回) 　

５
月
27
日
～

11
月
25
日
の
木
曜(

７
月
22
日
、

８
月
12
日
、
９
月
23
日
除
く)

①
点
訳
奉
仕
員
中
級
講
座

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

②
朗
読
奉
仕
員
中
級
講
座

午
前
10
時
～
正
午

場
所　

大
阪
府
立
福
祉
情
報
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

対
象　

原
則
、
府
内
在
住
・
在

勤
で
、
市
町
村
な
ど
の
初
級
養

成
講
座
の
修
了
者
ま
た
は
、
同

等
と
認
め
ら
れ
る
か
た(

初
心

者
不
可
・
受
講
判
定
試
験
あ

り)定
員　

各
25
人

受
講
料　

無
料(

テ
キ
ス
ト
代

は
実
費
負
担)

申
込　

府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
郵
送
で

※
申
込
書
は
市
障
害
福
祉
課
で

も
配
布
し
て
い
ま
す
。

締
切　

４
月
30
日(
金)
必
着

申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
３
７

‐
０
０
２
５　

大
阪
市
東
成
区

中
道
１
‐
３
‐
59(

一
財)

大
阪

府
視
覚
障
害
者
福
祉
協
会
大
阪

府
点
訳
・
朗
読
奉
仕
員
中
級
養

成
講
座
担
当

☎
06
・
６
７
４
８
・
０
６
１
１

FAX
　

06
・
６
７
４
８
・
０
６
３
１

　

大
阪
府
要
約
筆
記
者

　

養
成
講
座

　

専
門
性
の
高
い
要
約
筆
記
者

の
養
成
を
行
う
た
め
の
講
座
を

実
施
し
ま
す
。

日
時(

全
21
回) 　

６
月
19
日
～

12
月
４
日
、
土
曜
午
後
１
時
～

５
時(

８
月
14
日
、
９
月
11
日
、

10
月
23
日
、
11
月
13
日
除
く)

特別児童扶養手当(１級)

特別児童扶養手当(２級)

特別障害者手当

障害児福祉手当

福祉手当(経過措置分)

52,500円

34,970円

27,350円

14,880円

14,880円

手　当 金　額

※

５
月
29
日(

土)

に
受
講
判
定

試
験
あ
り
。

場
所　

大
阪
府
立
福
祉
情
報
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

対
象　

府
内
在
住
・
在
勤(

学)

で
、
要
約
筆
記
者
と
し
て
活
動

す
る
意
思
の
あ
る
か
た

定
員　

各
12
人
①
手
書
き
コ
ー

ス
②
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス

受
講
料　

無
料(

テ
キ
ス
ト
代

は
実
費
負
担)

申
込　

府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
、
郵
送(

〒
５
６
２
‐
０

０
２
３　

大
阪
府
箕
面
市
粟
生

間
谷
西
２
‐
２
‐
６　

橘
髙
方

特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
阪
府

中
途
失
聴
・
難
聴
者
協
会)

で

※
申
込
書
は
市
障
害
福
祉
課
で

も
配
布
し
て
い
ま
す
。

締
切　

５
月
10
日(

月)

消
印
有

効申
込
・
問
合
せ
先　

府
民
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
☎
06
・
６
９
１

０
・
８
０
０
１

身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用

者
の
募
集

　

身
体
障
害
害
者
の
自
立
と
社
会

参
加
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
盲

導
犬
・
介
助
犬
・
聴
導
犬
の
使
用

者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　

４
月
５
日(

月)

～

５
月
14
日(

金)

必
着

申
込　

府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
市
障
害
福
祉
課
窓
口
で
配
布

す
る
申
込
書
に
記
入
し
郵
送

申
込
・
問
合
せ
先　

大
阪
府
障

が
い
福
祉
室
自
立
支
援
課

☎
06
・
６
９
４
４
・
９
１
７
６

視
覚
障
害
者
の
た
め
の
教

養
講
座
「
ホ
ッ
と
ワ
ー
ク
」

　

講
話
・
製
作
・
料
理
・
音
楽
鑑

賞
な
ど
の
講
座
に
参
加
し
ま
せ
ん

か
。

　

随
時
申
込
で
き
ま
す
。

日
時(

全
10
回)

　

５
月
25
日
～

３
月
22
日
、
原
則
第
４
火
曜
午

前
10
時
～
正
午

参
加
費　

実
費
徴
収
あ
り

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
２
２

おいしい

手話をご紹介します。

問合せ先　障害福祉課
　　　　　☎072－433－7012

右手のひらで、あごをぬぐう。

　

固
定
資
産
税
の

　

減
免
制
度

 

固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
支
払
い
が
困
難
で
、

次
の
す
べ
て
の
項
目
に
該
当

す
る
か
た
に
税
額
の
２
分
の

１
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
該
当
す
る
か
た
は
、

毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象　

①
固
定
資
産
税(

都

市
計
画
税
含
む)

の
年
税
額

が
５
万
円
以
下

②
居
住
家
屋
の
延
べ
床
面
積

が
70
㎡
以
下

③
所
有
者
が
特
別
障
害
者
・

ひ
と
り
親
・
寡
婦
・
65
歳
以

上(

１
月
１
日
現
在)

の
い
ず

れ
か

④
所
有
者
が
自
己
居
住
用
の

家
屋
と
そ
の
敷
地
以
外
に
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い

⑤
所
有
者
お
よ
び
所
有
者
と

生
計
を
同
じ
く
す
る
全
員
の

所
得
が
住
民
税
均
等
割
非
課
税

限
度
額
以
下

申
請
期
限　

納
期
限(

今
年
度

第
１
期
分
か
ら
申
請
す
る
場
合

に
は
５
月
31
日)

ま
で

持
物　

納
税
通
知
書

申
請
・
問
合
せ
先　

課
税
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
５

１
／
７
２
５
３

 

本
年
度　

市
・
府
民
税
の

 

申
告
期
限
を

 

４
月
15
日
ま
で
延
長

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
の
期

間
が
、
令
和
２
年
分
所
得
税
の

確
定
申
告
期
間
と
重
な
る
こ
と

か
ら
、
申
告
所
得
税
、
贈
与
税

お
よ
び
個
人
事
業
者
の
消
費
税

の
申
告
・
納
付
期
限
が
延
長
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
本
年
度
個
人

市
・
府
民
税
の
申
告
期
限
を
４

月
15
日(

木)

ま
で
延
長
し
ま
す
。

点訳奉仕員養成講習会に参加しませんか

　視覚障害があるかたのためのボ
ランティア活動に意欲をお持ちの
かたに、点訳の基礎技術を習得し
ていただく講習会を開催します。
日時(全10回)　５月19日～７月21
日、水曜午前10時～11時30分
場所　市民福祉センター２階講座
室３
対象　講習会修了(８回以上出席)
後、市点訳奉仕会(木曜午前開催)に入会し、視覚障害があるかたの
ための点訳奉仕活動が継続可能なかた
講師　井上誠一さん(市視覚障害者協会役員)
定員　10人(市内在住者を優先し、定員になり次第締切)
受講料　無料
申込・問合せ先　点字図書室☎072－433－7080

申
告
・
問
合
せ
先　

課
税
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
５

０

申告所得税
復興特別所得税
消費税
地方消費税
(個人事業者)

納期限 振替日

４月15日(木)

５月31日(月)

５月24日(月)

項　目 岸
和
田
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

申告・問合せ先　岸和田税務署
　　　　　　　　☎072－438－1341

◆
令
和
２
年
分
確
定
申
告


